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件 名 概 要

○地方独立行政法人法
（中期計画）
第２６条 地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、設立団体の規則で
 定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成し、設立団体の

   長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  ２～５ （略）

（料金及び中期計画の特例）
第８３条 １～２ （略）
   ３ 設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第２６条第１項の認可をし
     ようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

地方独立行政法人三重県
立総合医療センター中期
計画の認可について

   地方独立行政法人法第２６条第１項及び第８３条第３項の規定
に基づき、地方独立行政法人三重県立総合医療センターが策定
した中期計画について、議会の議決を経て認可しようとするもので
ある。
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